
症心身障害児者へ 支援
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症心身障害 対 支援 い

● 症心身障害
度 知的障害 度 肢体不自由 複 児童福祉法第7条第2項 発

期 発症 医療的ケ 必要 児者

○ 症心身障害施策 目的
生命 守 フ 応 た児者一貫 た療育 支援 提供

◆ 症心身障害児施設 昭和 ～
○ 概要 症心身障害児施設 病院 児童福祉施設 医療 福祉 一体化

医療型障害児入所施設
※H24.4児童福祉法改正 よ 障害種別一元化
※ 歳 障害者総合支援法 療養介護等 対応 一貫 た支援

◆ 指定医療機関 昭和 ～
○ 概要 国立療養所 現 国立病院 症児病棟 設置

◆ 療養介護 成 月～
○ 概要 著 く 度 歳 障害者 対 適 医療及 常時 介護 提供

症心身障害児施設等 入所 症心身障害者や筋 フ 患者等 対象

施設施策 よ 対応



症心身障害 対 支援 い

◆ 在宅 症心身障害児者へ 支援
ョン 理念 基 い障害 あ も地域 生活 よう こ 要

施設施策 も 希望 ば在宅生活 可能 よう 併せ 度障害者へ 在宅施策 推進

○ 症心身障害児 者 通園事業 充 成元 度 事業 成 度一般事業化
Ｈ ． ～ 児童福祉法へ 法定化 対応 事業所 大 歳 障害者
総合支援法 生活介護等 対応

○短期入所 充実 障害者総合支援法
Ｈ ． ～ 医療型短期入所 報酬単価 増額及 日帰 型 創設
Ｈ ． ～ 医療ニ 高い児者 対 特別 度支援加算 設定

○介護職員等 よ た 吸引等 医療的ケ 解禁

Ｈ ． ～ 社会福祉士及 介護福祉士法 改正

○ 症心身障害児者 地域生活 事業 実施
Ｈ ～ 医療型障害児入所施設等 中核 関 協働 よ 支援体制

構築 こ 等 よ 総合的 地域生活支援 実現 目指

○療養通所介護事業所 介護保険 い 主 症心身障害児 通わせ 児童発 支援
事業等 実施
Ｈ ～ 指定基準 明確化 事務連絡 発出

○そ 他 総合支援法 居宅介護 度訪問介護等 医療保険 訪問 護等

在宅施策 充実



介護保険法 基 く療養通所介護事業所 い 主 症心身障害児 者 通わせ 児童発 支援等 実施 場合
指定基準 扱い 明確 医療的ニ 高い 症心身障害児 者 地域 入 進 QOL 向 及 介護
者等 パ 推進

主 症心身障害児 通わせ 児童発 支援 事業等 療養通所介護事業所
い 実施 場合 扱い 概要

成 月 日付厚生労働省社会 援護局障害保健福祉部障害福祉課 老健局老人保健課連 事務連絡

療養通所介護
介護保険法

主 症心身障害児 者 通わせ 児童発 支援等

主 症心身障害児 通わせ
児童発 支援 放課後等 サ ビ

主 症心身障害者 通わせ
生活介護事業

定員
左記 定員 うち 記定員 設定可

人
員
配
置

管理者
管理者 名
護師兼務可

名 兼務可

嘱 名 特 要件

従業者
護師又 介護職員
利用人数 応

を配置

児童指導員又 保育士 名以上
護師 名以上

機能訓練担当職員 名以上
※提供時間帯を通 配置

生活支援員
護職員
理学療法士又 作業療法士 実施 場合

※上 職員 総数 障害程度 分 規定

支援管理
責任者

児童発達支援管理責任者 名
管理者 兼務可 専任加算あ

サ ビス管理責任者 名
管理者及び 兼務可

設備
専用部屋 . ㎡ 人
必要 設備 兼用可

指導訓練 他 必要 設備 兼用可

◆ 指定基準 概要

◆ 趣

※主 症心身障害児 者を通わせ 場合 児童発達支援及び放課 等 サ ビス 生活介護を一体的 運営 こ 可能
※主 症心身障害児 者を通わせ 場合 療養通所介護事業 人員基準 規定 い 児童指導員又 保育士 児童発達支援管理責任
者 又 サ ビス管理責任者 配置 必要 33





成 度
海 療育園
志津病院

全国 症心身障害児 者
会

甲山福祉 ン
久留米市 護福祉サ ビ
事業者協議会

成 度
海 療育園

びわこ学園障害者支援 ン

大阪発 総合療育 ン

症児 者福祉医療施設
鈴 峰
南愛媛療育 ン

症心身障害児者 地域生活 事業 概要

地域 現状 課題
把握

地域 症心身障害児者 実

情 把握

利用 地域資源 把握

地域 資源 作成

➜ 課題 明確

協議 場 設定
目的 沿 有効 支援 図 こ

構成員 選定 当事者 行 医療 福祉

教育等関係機関等

検討内容 実情把握 地域資源 評価

必要 支援体制 構築 運営 評価 改善

多様 形態 障害者総合支援法 基 く協議
会 専門部会 ョ イ連絡協議等

コ ネ 者 配置
福祉 医療 知見 あ 者 配置 相談支援

専門員 護師 ア 組 相談支援専門

員 護師 置く等

症心身障害児者や家族 対 支援

ア ン 計 支援 ン ★

保護者 学び 場 提供 家族 護教室等

症心身障害児者 う い支援 う い ン

家族 イ 支援 ョ イ

症心身障害児者 ア 利用

地域 既存資源 再資源

中山間地域 支援 ＣＴ 活用 巡回相談

イ 応 支援 ★

病院 院支援 ★

マ 院後 生活 関 病院 家族 意識 い 埋 ム

病院 院後 支援マ 院後 訪問 護等 対応ム
協働体制を強化 夫

支援 届 い地域 施設等 相互交換

研修や出前研修 実施 実技研修 有効

地域 相談支援事業所 後方支援 相談支

援専門員等 向け 開催 調査

等

地域住民 啓発
症心身障害児者 生活 知 う

講演会や ュ ン 映

映会 開催

症心身障害児者や家族 ン ワ ン

視 入 イ ン 開催

支援 例
成2ブ 度報告書 掲載

★ 症心身障害児者 ア ン
★ 症心身障害児者 イ サイ 別検討
★ 年ル止・ 地域移行 向け 支援 イ

現状等 共

○ 症心身障害児者及びそ 家族 地域 心 全 生活 う 医療型障害児入所施設等 中核 関係
協働 支援体制 構築 こ 等 総合的 地域生活支援 実現 目指 事業 実施

○ 成 度 採択さ ９団体 取 組 実例 報告 症心身障害児者 地域生活 支援 体制
く 特 留意 べ 点 ま 通 あ

幅広い分 わた 協働体制 構築 具体的 支援 組 好事例集

Ｈ
障害児 発達障害者支援

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/cyousajigyou



虐待防 施策 動向
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○ 全国 児童相談所 児童虐待 関 相談対応件数 児童虐待防 法施行前 成 度 比
成 度 倍 増加
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○ 児童虐待 子 死亡 た件数 高い水準 推移

※ 第 次報告 第 次報告 子 虐待 死亡事例等 検証結果等 い

第 次報告 第 次報告 第 次報告 第 次報告 第 次報告 第 次報告 第 次報告 第 次報告 第 次報告
H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

H . . ～
H . .

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

虐待
死
心中 計

例 数

人 数

3
7

※ 成22 度 東日本大震災 影響 福島 を除い 集計 た数値

児童虐待相談 対応件数及び虐待 死亡事例件数 推移



児童福祉法第 条 家裁 承認を得 行う施設入所措置 及び
第 条 家裁 対 児童相談所長 行う親権喪失等請求 件数

事項
条

親権喪失宣告等 請求
請求件数

認件数 %
請求件数

認件数 %
請求件数

認件数 %
請求件数

認件数 %
請求件数

認件数 %
請求件数

認件数 %
請求件数

認件数 %
成 度

成 度

成 度

成 度

成 度

条 施設入所措置
認申立

成 度

成 度

○ 成 度 条 家裁 承認を得 行う施設入所措置 基 く請求件数 件 承認件数 件
あ

○ 成 度 条 親権喪失 加え 親権停 管理権喪失 告 請求 可能 た

38※ 成 度 東日本大震災 影響 福島 を除い 集計 た数値

88

127 134
117

140

186 176 185

235 230 230
255 267

294

48

87 99 87
105

147 147
163

182 173

214
239

218

244

0

50

100

150

200

250

300

350

11 度 12 度 13 度 14 度 15 度 16 度 17 度 18 度 19 度 20 度 21 度 22 度 23 度 24 度

請求件数

承認件数

条 施設入所措置 承認申立請求件数及び承認件数



現行
� 親権を行う者 子 監護及び教育を 権利を 義務を う

� 親権を行う者 必要 範 内 自 そ 子を懲戒 又 家庭裁判
所 許可を得 こ を懲戒場 入 こ

� 親子 面会交流等 い 明文規定 い

○ 子 利益 観点 明確化等

民法等 一部を改 法 施行等 い

親権 親権制限 制度 見直

改 民法関
� 親権を行う者 子 利益 た 子 監護及び教育を 権利を

義務を う

� 親権を行う者 子 利益 た 行わ 子 監護及び教育 必要
範 内 そ 子を懲戒 こ

� 婚 子 監護 関 事項 親子 面会交流等を明示

現行
� 児童相談所長 親権喪失 い 家庭裁判所 請求権を

改 児童福祉法関
� 児童相談所長 親権喪失 親権停 及び管理権喪失 審判並び こ

審判 消 い 家庭裁判所 請求権を

現行
� あ 期限を定 親権を制限 制度 い

改 民法関
� 家庭裁判所 父又 親権 行使 困 又 不適当 あ こ

子 利益を害 以内 期間を定 親権停 審
判を こ

現行
� 家庭裁判所 父又 親権を濫用 又 著 く不行跡 あ

親権喪失 告を こ
� 家庭裁判所 父又 管理 失当 あ たこ そ 子

産を危うく た 管理権喪失 告を こ

改 民法関
� 家庭裁判所 父又 虐待又 悪意 遺棄 あ そ 他
父又 親権 行使 著 く困 又 不適当 あ こ 子
利益を著 く害 親権喪失 審判を こ

� 家庭裁判所 父又 管理権 行使 困 又 不適当 あ
こ 子 利益を害 管理権喪失 審判を こ

○ 親権喪失 管理権喪失原因 見直

○ 親権停 制度 創設

現行
� 子 親族及び検察官 親権 喪失等 い 家庭裁判所 請
求権を

改 民法関
� 子 親族及び検察官 ほ 子 未成 見人及び未成 見監督人

親権 喪失等 い 家庭裁判所 請求権を

○ 親権喪失等 請求権者 見直

児童虐待 防 等を 児童 権利利益を擁護 観点 親権 停 制度を新設 法人又 複数 未成 見人 選任を認 等 改
を行う 関連 規定 い 所要 整備を行う 成 日 公布 一部施行 成 日 施行

改 趣 等
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障害者虐待 防 障害者 養護者 対 支援等 関 法 概要

障害者 対 虐待 障害者 尊厳を害 あ 障害者 自立及び社会参加 障害者 対 虐待を防 こ 極 要 あ こ 等 鑑 障害
者 対 虐待 禁 国等 責務 障害者虐待を けた障害者 対 保護及び自立 支援 た 措置 養護者 対 支援 た 措置等を定 こ 障害
者虐待 防 養護者 対 支援等 関 施策を 進 障害者 権利利益 擁護 資 こ を目的

目 的

障害者 身体 知的 精神障害そ 他 心身 機能 障害 あ 者 あ 障害及び社会的障壁 的 日常生活 社会生活 相当 制限を
け 状態 あ をいう
障害者虐待 養護者 障害者虐待 障害者福祉施設従事者等 障害者虐待 使用者 障害者虐待をいう
障害者虐待 類型 身体的虐待 放棄 放置 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

定 義

何人 障害者を虐待 い 規定 障害者 虐待 防 国等 責務規定 障害者虐待 期発見 努力義務規定を置く
障害者虐待 を けた 思わ 障害者を発見 た者 や 通報を義務付け 障害者虐待防 等 具体的スキ ムを定

就学 障害者 保育所等 通う障害者及び 療機関を利用 障害者 対 虐待 対応 い そ 防 等 た 措置 実施を学校 長 保育
所等 長及び 療機関 管理者 義務付け

虐待防 施策

養護者 障害者虐待 障害者福祉施設従事者等 障害者虐待 使用者 障害者虐待

[市町村 責 ]相談等 居室確保 連携確保
[設置者等 責 ] 当該施設等 け 障害者
対 虐待防止等 措置を実施

[事業主 責 ] 当該事業所 け 障害者 対
虐待防止等 措置を実施

[スキ ム] [スキ ム] [スキ ム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

都 府 部局又 施設 害者虐待対応 窓口等 害者虐待防 ンタ 都 府 害者権利擁護 ンタ 機能
果

都 府 害者虐待 防 等 適 実施 福祉事務所 機 民間団体等 連携協力体制 整備 ば い

国及 地方公共団体 産 当 引 害者 被害 防 救済 成 見制度 利用 経済的 担 軽減 措置等
講
政府 害者虐待 防 等 制度 い 法 施行 目途 検討 加え 必要 措置 講

通報
事実確認 立入調査等
措置(一時保護、後見審判請求)

監督権限等の適切な行使
措置等の公表

監督権限等の適
切な行使
措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告

※ 虐待防 キ い 家庭 害児 児童虐待防 法 施設入所等 害者 施設等 種類 害者施設等 児童養護施設等 養介護施設等 応
法 児童福祉法又 高齢者虐待防 法 家庭 高齢 害者 法 及 高齢者虐待防 法 適用

労働局都 府

成 日成立 日公 成 日施行
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所在
場所

齢

在宅
養護者
保護者ニ

福祉施設

企業
学校
病院

保育所

障害者総合支援法
護保険法

等
児童福祉法

障害福祉サ ビ
事業所
入所系､日中

系､訪問系､
等含

相談支援事
業所

高齢者
施設等

入所系､通
所系､訪問系､
居住系等含

障害児通所
支援事業所

障害児
入所施設等

注

障害児相談
支援事業所

1ペ歳未満

児童虐待防
法

被虐待者
支援
都 府

エ

障害者虐待防
法

適 権限行
使

都 府 市
村

障害者虐待
防 法
適 権
限行使
都 府

市 村

－

障害者虐待
防 法

省
適 権

限行使 都
府 市
村

改 児童福
祉法

適 権
限行使

都 府

障害者虐待
防 法

省
適 権

限行使 都
府 市
村

障害者虐待
防 法
適 権
限行使
都 府

労働局

障害者虐待
防 法
間接的防

措置
施設長

1ペ歳
ヘプ歳未満

障害者虐待
防 法
被虐待者
支援

市 村

－
2画歳ま

注

2画歳ま

－

－ －

特定疾病
ブ画歳

ヘプ歳

障害者虐待
防 法

高齢者虐待
防 法
被虐待者
支援

市 村

高齢者虐待
防 法
適 権
限行使
都 府

市 村

－ － －

※養護者へ 支援 被虐待者 ８歳未満 場合 も必要 応 障害者虐待防 法も適用さ
配偶者 暴力を受け い 場合 配偶者 暴力 防 及び被害者 保護 関 法 対象 も

注 里親 乳児院 児童養護施設 障害児入所施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設
注 放課 等デイサービス み

害者虐待 虐待防 法制 対象範
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乳幼児揺 症候群 防啓 DVD

赤 泣 い
～泣 対処 理解 ～

い

DVD い
児童虐待 あ 乳幼児揺 症候群 Shaken Baby Syndrome SBS 防
赤 泣 対処 方 SBS 生 カニ 影響 11 間 解説 あ

部 構成 い 成25 3 完成
赤 泣く 事
無理 泣 う 激 く前 揺 場合 影響
赤 泣 対処法

DVD 配 先
全国 都 府 児童相談所 保健所

各自治体 DVD 活用 場
出産前 両親学 母親教室等 出産 育児教室等 新生児訪問事業
乳幼児健診 乳児家庭全戸訪問事業

DVD 活用 評価事業 実施
全国117 任意 協力 い DVD 活用 啓 活動 行い DVD 視聴 者 例 妊婦
アン ト調査 実施 効果等 析

DVD 一般公開
成25 11 18日 厚生労働省 動 チャンネ youtube 公開中
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最近 動向

害者基本法

害者総合支援法

害者差別解消法

害者優先調 推進法

精神保健及 精神 害者福祉 法

害者 用 進等 法

害者虐待防 法 前掲

社会福祉士及 介護福祉士法 吸引
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総則 公 日施行

基本的施策 公 日施行

目的規定 見直 第 条
全 国民 害 無 わ 等 く基本的人権 享 え い個人 尊

あ 理念 全 国民 害 無 隔 く 相互 人
格 個性 尊 合い 共生 社会 実現

害者 定義 見直 第 条
身体 害 知的 害 精神 害 害 含 心身 機能 害 あ 者 あ 害
及 社会的 壁 害 あ 者 壁 う 事物 制度 慣行 観念 一
的 日常生活 社会生活 相当 制限 状態 あ
地域社会 共生等 第 条
規定 社会 実現 全 害者 害者 い者 等 く 基本的人権 享 個人
尊厳 尊厳 わ い生活 保 権利 前提 次 掲
事項 旨

全 害者 あ ゆ 活動 参加 機会 確保

全 害者 誰 生活 い 選択 機会 確保 地域社会 い 人々 共
生 妨 い
全 害者 言語 手 含 意思疎通 手段 い 選択 機会 確保

情報 得又 利用 手段 い 選択 機会 拡大
差別 禁 第 条
害者 対 害 理由 差別 権利利益 侵害 行 い

社会的 壁 除去 必要 い 害者 現 存 実施 伴う 担 過 い
実施 い 必要 合理的 配慮 ば い

国 差別 防 必要 情報 整理及 提供 行う
国 的協調 第 条
規定 社会 実現 国 的協調 ば い

国民 理解 第 条 /国民 責務 第 条
国及 地方公共団体 定 基本原則 国民 理解 深 う必要 施策
実施
国民 基本原則 規定 社会 実現 寄 う
施策 基本方針 第10条
害者 性別 齢 害 状態 生活 実態 応 施策 実施
害者 者 意見 聴 意見 尊 う

害者 あ 児童及 生 並 保護者 対 十 情報 提供 行う 能 限
意向 尊

調査及 研究 人 確保及 資質 向 適 教 等 提供 学校施設 環境 整備
進
療育 新設 第17条
身近 場所 い 療育 連 支援 う必要 施策
研究 開 及 普及 進 専門的知識又 技能 職員 育成 環境 整備 進
職業相談等 第18条
多様 就業 機会 確保 う 個々 害者 特性 配慮 職業相談
職業訓練等 施策

用 進等 第19条
国 地方公共団体 事業者 用 進 害者 優先 用 施策
事業主 適 用 機会 確保 個々 害者 特性 応 適 用管理
宅 確保 第20条

地域社会 い 安定 生活 営 う 宅 確保 宅 整備 進
う必要 施策
公共的施設 バ アフ 化 第21条
交通施設 車両 船舶 航空機等 移動施設 含 公共的施設 い 滑 利用
う 施設 構造及 設備 整備等 計 的推進
情報 利用 バ アフ 化等 第22条
滑 情報 得 利用 意思 表示 人 意思疎通 う 害者 意思疎通
仲介 者 養成及 派遣等 必要 施策
災害等 場合 安全 確保 必要 情報 迅 的確 伝え う必要 施策
相談等 第23条
意思決定 支援 配慮 害者 家族 者 対 相談業務等

害者及 家族 者 各種 相談 総合的 応 う 必要 相談
体制 整備 害者 家族 互い 支え合う 活動 支援 支援
10 文化的諸条件 整備等 第25条
滑 文化芸術活動 ポ ツ又 エ ョン 行う う必要 施策

11 防災及 防犯 新設 第26条
地域社会 い 安全 安心 生活 営 う 害者 性別 齢 害 状態
生活 実態 応 防災及 防犯 必要 施策
12 消費者 害者 保護 新設 第27条
害者 消費者 利益 擁護及 増進 う 適 方法 情報 提供
必要 施策

13 選挙等 配慮 新設 第28条
選挙等 い 滑 投票 う 投票所 施設 設備 整備等必要 施策

14 法手 配慮等 新設 第29条
刑事事件等 手 対象 場合 民事事件等 手 当事者等 場合 権利 滑
行使 う 個々 害者 特性 応 意思疎通 手段 確保 う配慮 職
員 対 研修等必要 施策
15 国 協力 新設 第30条
外国政府 国 機 又 団体等 情報 交換 必要 施策

害者政策委員会等 成24 21日施行 附則

国 害者政策委員会 第32～35条
中央 害者施策推進協議会 改組 害者政策委員会 府 設置 害者 害者 自立
及 社会参加 事業 事 者 学識経験者 う 総理 任命
害者基本計 策定 調査審議 意見 申 計 実施状況 視 勧告

地方 審議会 合議制 機 第36条
地方 害者施策推進協議会 改組 所掌事務 害者 施策 実施状況 視 追加

検討 附則第 条
施行 経過 場合 施行 状況 い 検討 加え 結果 基 必要 措置
害 応 施策 実施状況 踏 え 地域 保健 療及 福祉 連携 確保

害者 対 支援体制 在 方 い 検討 加え 結果 基 必要 措置 等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

等

害者基本法 一部 改 法 概要 成23 7 29日成立 8 5日公

等

等

等

等

等

等

等

療 介護等 第14条
害者 性別 齢 害 状態 生活 実態 応 療 介護 保健 生活支援等 適 支援

う必要 施策
身近 場所 い 療 介護 給付等 う必要 施策 講 人権 十 尊
教育 第16条
齢 能力 応 特性 踏 え 十 教育 う 害者 い児童及 生 共

教育 う配慮 教育 容及 方法 改善及 充実 等必要 施策

等
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成 日 ．及 ． ～ い 成 日

い者制度改革推進本部等 検討 踏 え 地域社会 共生 実現 向 害福祉サ ビ 充実等 害者
日常生活及 社会生活 総合的 支援 新 害保健福祉施策 講

．趣旨

．題
害者自立支援法 害者 日常生活及 社会生活 総合的

支援 法 害者総合支援法

．基本理念
法 基 く日常生活 社会生活 支援 共生社会 実現
社会参加 機会 確保及 地域社会 共生 社会的 壁
除去 資 う 総合的 計 的 行わ 法 基本
理念 新 掲

． 害者 範 害児 範 様 対応
制度 谷間 埋 く 害者 範 難病等 加え

． 害支援 創設
害程度 い 害 多様 特性 心身 状態

応 必要 標準的 支援 度合い 総合的 示 害
支援 改
※ 害支援 認定 知的 害者 精神 害者 特性 応
行わ う 制定 当 適 配慮等 行う

．概要

．施行期日

地域社会 おけ 共生の実現 向けて
新た 障害保健福祉施策を講 ための関係法律の整備 関 法律の概要

常時介護 要 害者等 対 支援 害者等 移動 支援 害者 就労 支援 害福祉サ ビ 在 方
害支援 認定 含 支給決定 在 方
害者 意思決定支援 在 方 害福祉サ ビ 利用 観 成 見制度 利用 進 在 方
手 通訳等 行う者 派遣 聴覚 言語機能 音声機能 害 意思疎通 支 あ 害者等 対
支援 在 方
精神 害者及 高齢 害者 対 支援 在 方
※ 検討 当 害者 家族 者 意見 映 措置 講

．検討規定 害者施策 段階的 講 法 施行 目途 い 検討

成 日成立 日公

． 害者 対 支援
度訪問介護 対象拡大 度 肢体 自由者等 あ 常時

介護 要 害者 厚生労働省 定
共 生活介護 ア 共 生活援 プ
一元化
地域移行支援 対象拡大(地域 生活 移行
的 支援 必要 者 あ 厚生労働省 定 加え
地域生活支援事業 追加 害者 対 理解 深
研修 啓 行う事業 意思疎通支援 行う者 養成 事業等

．サ ビ 基 計 的整備
害福祉サ ビ 等 提供体制 確保 目標 事項

及 地域生活支援事業 実施 事項 い 害福祉
計 策定
基本指針 害福祉計 定期的 検証 見直 法定化

害福祉計 作成 当 害者等 ニ
把握等 行う 力義務化
自立支援協議会 称 い 地域 実情 応 定
う弾力化 当事者 家族 参 明確化
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障害を理由とする差別の解消の推進 関する法律 障害者差別解消法 の概要

障害者基本法
第４条

基本原則
差別 禁止

第１項：障害を理由 す
差別等 権利侵害
⾏為 禁止

第2項：社会的障壁 除去を怠
こ 権利侵害 防止

第3項：国 啓発・知識
普及を図 た 取組

何⼈ 障害者 対し 障害を理
由 し 差別す こ そ 他 権
利利益を侵害す ⾏為をし

い

社会的障壁 除去 そ を必要 し い
障害者 現 存し つ そ 実施 伴う負

過重 い そ を怠 こ
つ 前項 規定 違反す こ い
う そ 実施 つい 必要 つ合理的 配慮

さ け い

国 第⼀項 規定 違反す ⾏為 防
止 関す 啓発及び知識 普及を図 た

当該⾏為 防止を図 た 必要
情報 収集 整理及び提供を⾏う
す

施行日 成 日 施行 目途 必要 見直 検討

具体化
．差別 解消 措置

．差別 解消 支援措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等
⺠間事業者 ⺠間事業者

国・地方公共団体等法的義務
努⼒義務
法的義務

政府全体 方針 し 差別 解消 推進 関す 基本方針を策定 閣議決定
● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関 け 取組 関す 要領を策定※
● 事業者 ⇒ 事業分野別 指針 ガイドライン を策定

具体的 対応

● 主務⼤⾂ ⺠間事業者 対す 報告徴収 助⾔・指導 勧告実効性の確保

● 国内外 け 差別及び差別 解消 向けた取組 関わ 情報 収集 整理及び提供情報収集等

● 相談・紛争解決 体制整備 ⇒ 既存 相談 紛争解決 制度 活⽤・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消支援地域協議会 け 関係機関等 連携地域 おける連携

● 普及・啓発活 実施啓発活

※ 地方 策定 努⼒義務



国等 害者就労施設等 物品等 調 推進等 法 概要

基 方針 策定・公表 厚生労働大臣
調達方針 策定・公表 各省各庁 長等
調達方針 即 た調達 実施
調達実績 ま ・公表等

調達方針 策定・公表

調達方針 即 た調達 実施
調達実績 ま ・公表

優先的 害者就労施設等 物品等 調
う 責務

害者就労施設等 注機会 増大
措置 講 う 責務

．国等 責務及び調達 推進 第 条～第９条

＜国・独立行政法人等＞ ＜地方公共団体・地方独立行政法人＞

障害者就労施設 在宅就業障害者及び在宅就業支援団体 以 障害者就労施設等 いう 注 機会を確保 た 必要 事項等を
定 こ 障害者就労施設等 供給 物品等 対 需要 増進等を図 障害者就労施設 就労 障害者 在宅就業障害
者等 自立 促進 資

．目的 第 条

国及び独立行政法人等 公契約 い 競争参加資格を定 当た 法定雇用率を満た い こ 又 障害者就労施設等 相当程度 物品
等を調達 い こ 配慮 等障害者 就業を促進 た 必要 措置を講 う努

地方公共団体及び地方独立行政法人 国及び独立行政法人等 措置 準 必要 措置を講 う努

．公契約 け 障害者 就業を促進 た 措置等 第 条

障害者就労施設等 単独 又 相互 連携 若 く 共同 購入者等 対 そ 物品等 関 情報を提供 う努 当該物品等
質 向 及び供給 滑化 努

．障害者就労施設等 供給 物品等 関 情報 提供 第 条

．そ 他 附則第 条～附則第 条

施行期日
こ 法律 成 月 日 施行
検 討
政府 以 事項 い 以 検討を加え そ 結果 基 い 必要 措置を講

障害者就労施設等 物品等 質 確保等 関 支援及び情報提供 在 方
入 者 法定雇用率を満た い こ 障害者就労施設等 相当程度 物品等を調達 い こ 等を評価 公契約 落 者を決定 方式 導入

税制 措置
国 租税特別措置法 定 ころ 障害者就労施設等 供給 物品等 対 需要 増進を図 た 必要 措置を講

成 日成立 日公
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精神保健及 精神 害者福祉 法 一部 改 法 概要
成 日成立 日公

精神障害者 医療 提供を確保 指針 策定
厚生労働大臣 精神障害者 医療 提供を確保 指針を定 こ

保護者制度 廃止
主 家族 保護者 精神障害者 治療を けさ 義 等 課さ い 家族 高齢化等 伴い
負担 大 く い 等 理由 保護者 関 規定を削除

医療保護入院 見直
医療保護入院 け 保護者 同意要件を外 家族等 う い 者 同意を要件
配偶者 親権者 扶養義 者 後見人又 保佐人 該当者 い い場合等 市町村長 同意 判断を行う

精神科病院 管理者
医療保護入院者 院後 生活環境 関 相談及び指導を行う者 精神保健福祉士等 設置
地域援助事業者 入院者本人や家族 相談 応 必要 情報提供等を行う相談支援事業者等 連携
院促進 体制整備

を義 付け

精神医療審査会 関 見直
精神医療審査会 委員 精神障害者 保健又 福祉 関 学識経験を 者 を規定
精神医療審査会 対 院等 請求を 者 入院者本人 家族等を規定

成26 日 ． い 成28 日

政府 施行後 を目途 施行 状況並び 精神保健及び精神障害者 福祉を 巻く環境 変化を 案
医療保護入院 け 移 及び入院 手続 在 方 医療保護入院者 院を促進 措置 在 方 入院中
処遇 院等 関 精神障害者 意思決定及び意思 表明 支援 在 方 い 検討を加え 必要 あ 認

そ 結果 基 い 所要 措置を講

．概要

．施行期日

．検討規定

精神障害者 地域生活へ 移行を促進 精神障害者 医療 関 指針 大臣告示 策定
保護者制度 廃止 医療保護入院 け 入院手続等 見直 等を行う
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． 害者 権利 条約 批准 向 対応

障害者 雇用 促進等 関 法 一部を改 法 概要

用 害者 対 差別 禁 及 害者 職場 働く 当 支 改善 措
置 合理的配慮 提供義務 定 害者 用 状況 鑑 精神 害者 法定 用率
算定基礎 加え 等 措置 講

害者 対 差別 禁
用 害 理由 差別的 扱い 禁

合理的配慮 提供義務
事業主 害者 職場 働く 当 支 改善 措置 講 義務付

当 措置 事業主 対 過 担 及 場合 除く

想定 例
車い 利用 方 合わ 机 作業 高 調整
知的 害 持 方 合わ 口頭 く い文書 絵 用い 説明

→ い 公労使 四者 構成 労働政策審議会 意見 聴い 定 指針 い
体的 事例 示

苦情処理 解決援
事業主 対 用 害者 苦情 自主的 解決 力義務化

い 個別労働 解決 進 法 特例 調整委員会 調停 都 府
労働局長 勧告等 整備

．法定 用率 算定基礎 見直

法定 用率 算定基礎 精神 害者 加え 施行 Ｈ30 間 限 精神 害者 法定 用率 算定基礎 加
え 伴う法定 用率 引 い 本来 計算式 算定 率 く 能

．

害者 範 明確化 所要 措置 講

施行期日 成28 4 1日 成30 4 1日 害者 範 明確化 限 公 日 成25 6 19日 49



介護職員等 吸引等 実施 制度 い
社会福祉士及 介護福祉士法 一部改

○介護福祉士及 一定 研修 介護職員等 一定 条件 吸引等 行 実施
☆ 吸引 経管栄養 行 整理 来 一定 条件 実質的 法性阻却論 容認 い

趣旨

○ 吸引 日常生活 営 必要 行
あ 師 指示 行わ

※ 保健師 産師 護師法 規定 わ 診療 補
吸引等 行う 業

☆ 体的 行 い 省 定
吸引 口腔 鼻腔 気管カニュ 部

経管栄養 胃 う 腸 う 経鼻経管栄養

実施 能 行

○介護福祉士
☆ 体的 養成カ キュ 省 定

○介護福祉士 外 介護職員等
☆一定 研修 修了 者 都 府 知事 認定
※喀痰吸引等研修 都 府 又 録研修機

特定多数 者対象 講義50時間＋演習＋実地研修 第 及 研修
特定 者対象 講義 時間＋演習＋実地研修 第 研修

☆認定証 交付事務 都 府 録研修機 委 能

介護職員等 範

○ 吸引等 研修 行う機 都 府 知事 録
全 要件 適合 い 場合 録

○ 録 要件
☆基本研修 実地研修 行う
☆ 師 護師 者 講師 研修業務 事
☆研修業務 適 確実 実施 基準 適合
☆ 体的 要件 い 省 定
※ 録研修機 指導 督 必要 録 更新制 届出 改善命 等 規定 整備

録研修機

○自 事業 一環 吸引等 業務 行う者
事業所 都 府 知事 録

全 要件 適合 い 場合 録

○ 録 要件
☆ 師 護職員等 療 者 連携 確保
☆ 録 整備 安全 適 実施 措置
☆ 体的 要件 い 省 定
※ 録事業者 指導 督 必要 届出 報告徴 等 規定 整備

＜対象 施設 事業所等 例＞

介護 施設 特別養護老人 老人保健施設 プ
料老人 通所介護 短期入所生活介護等

害者支援施設等 通所施設及 ア 等
在宅 訪問介護 度訪問介護 移動中 外出先 含 等
特別支援学校

※ 療機 対象外

出 介護職員等 吸引等 実施 制度 在 方 検討会 中間

録事業者

○ 成24 4 1日施行
介護福祉士 い 成27 4 1日施行 前 あ
一定 研修 ば実施 能

○現在 一定 条件 吸引等 実施 い 者
新 制度 実施 必要 経過措置

実施時期及 経過措置
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